
（府省名：農林水産省）

1
食品表示調査管理システム機器の賃
貸借等業務

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房経理
課長　石上和夫

東京都千代田区
霞が関1-2-1

平成27年4月1日
東京センチュリー
リース株式会社

東京都千代田区
神田練塀町3

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

- 2,878,416 - -
現行の機器等を再リースして利用することが経済的かつ効
率的であることによる。

平成29年度 -

2
農業協同組合法等の一部を改正する
法律案（5点セット）ほか3件の印刷製造

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房経理
課長　石上和夫

東京都千代田区
霞が関1-2-1

平成27年4月1日
ファイナンスプリ
ント株式会社

神奈川県三浦郡
葉山町長柄677-
15

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

- 4,256,010 - -

本法律案に係る閣議の日程が当初の予定から変更となっ
たため、平成26年度の契約を減額変更し、平成27年度に
おいて新たに契約する必要が生じたこと、また、一般競争
により調達を行った場合、日程上、納期に間に合わないこ
とから、緊急に随意契約を行わざるを得なかった。

平成28年度 -

3
輸出証明書発給システム運用保守等
業務

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房経理
課長　石上和夫

東京都千代田区
霞が関1-2-1

平成27年4月1日
クボタシステム開
発株式会社

東京都台東区北
上野1-10-14

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

- 6,999,912 - -

当初一般競争により調達を行ったところ、3回の入札がい
ずれも予定価格に達しなかったこと、また、不落随契協議
を行ったが不調となったことから、新たに官報掲載等の契
約手続に加え、落札者が本業務を行うに当たって必要な準
備期間が必要となることから、これらに必要な期間（4ヶ月
間）について、緊急に随意契約を行わざるを得なかった。

平成27年度 -

4
経営所得安定対策情報管理システム
のデータセンター運用等業務

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房経理
課長　石上和夫

東京都千代田区
霞が関1-2-1

平成27年4月17日
株式会社イン
テック

東京都江東区新
砂1-3-3

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

- 16,172,886 - -

一般競争によりデータセンターを現行の場所から移転した
場合には、別途の費用が発生することに加え、回線の新
設、全国の各拠点と接続確認や稼働試験が必要となり、こ
の間、システムの運用が停止することとなり、経営所得安
定対策事務に支障をきたすとともに国民に対しても多大な
影響を及ぼすため

平成29年度 -

5 電子ジャーナル(PNAS)提供業務

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波事務所長
栁原清

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年4月1日 ユサコ株式会社
東京都港区東麻
布2-17-12

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

- 1,716,543 - -

本データベースは米国National Academy of Sciences社を
通じて提供しているものであり、米国の商習慣上の年度区
分が1月～12月となっており、前年度の一般競争入札時に
12ヶ月分の提供を前提に入札を行っているため。

平成27年度 -

6
文献情報データベース(BIOSIS･CAB)
提供業務

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波事務所長
栁原清

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年4月1日 ユサコ株式会社
東京都港区東麻
布2-17-12

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

- 28,596,558 - -

本データベースは米国Ovid社を通じて提供しているもので
あり、米国の商習慣上の年度区分が1月～12月となってお
り、前年度の一般競争入札時に12ヶ月分の提供を前提に
入札を行っているため。

平成27年度 -

7 全文データベース(ProQuest)提供業務

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波事務所長
栁原清

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年4月1日
株式会社紀伊國
屋書店　水戸営
業所

茨城県水戸市南
町3-4-57

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

- 2,999,778 - -

本データベースは米国ProQuest Information and Learning
社を通じて提供しているものであり、米国の商習慣上の年
度区分が1月～12月となっており、前年度の一般競争入札
時に12ヶ月分の提供を前提に入札を行っているため。

平成27年度 -
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8
農林水産省研究ネットワーク(MAFFIN)
国際通信回線提供業務

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波事務所長
栁原清

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年4月1日
ソフトバンクモバ
イル株式会社

東京都港区新橋
1-9-1

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

- 8,586,432 - -
平成23年度の入札(契約期間平成24年1月1日～3月31日)
において、平成27年12月31日までの利用を想定したものと
して一般競争入札を行ったため

平成27年度 -

9
農林水産省研究ネットワーク(MAFFIN)
国内通信回線提供業務

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波事務所長
栁原清

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年4月1日 KDDI株式会社
東京都新宿区西
新宿2-3-2

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

- 255,181,104 - -
平成23年度の入札(契約期間平成24年1月1日～3月31日)
において、平成27年12月31日までの利用を想定したものと
して一般競争入札を行ったため

平成27年度 -

10

平成27年度国営造成土地改良施設防
災情報ネットワーク防災中央データセ
ンターシステムサーバ賃貸借（再リー
ス）
一式

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　末松　広
行

埼玉県さいたま
市中央区新都心
2-1さいたま新都
心合同庁舎2号
館

平成27年4月1日
株式会社Lee．
ネットソリューショ
ンズ

東京都中央区日
本橋茅場町3-
12-2

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

- 2,095,200 - -
現機器の再リース価格と新規導入費用を比較した結果、費
用面で著しく有利であるため。

平成28年度 -

11
植物防疫所行政情報システムデータセ
ンター一式請負契約

支出負担行為担
当官横浜植物防
疫所長
小野仁

神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成27年4月1日

株式会社イン
テック公共ソ
リューション営業
部

東京都江東区新
砂1-3-3

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

- 19,162,980 - - 他者が落札した場合、新たに初期投資が発生するため。 平成28年度 -

12
平成27年度タンデム質量分析装置保
守契約

支出負担行為担
当官　動物医薬
品検査所長　山
本　実

東京都国分寺市
戸倉1-15-1

平成27年4月1日
中部科学機器株
式会社

愛知県名古屋市
緑区曽根1-128

会計法第
29条の3第
4項（特定
情報）

- 3,112,560 - - 履行可能な業者が当該業者のみであるため。 平成28年度 -

13

請戸川特別災害復旧事業　大柿ダム
災害復旧（その２）工事
福島県双葉郡浪江町大字室原地内
平成27年4月13日～平成28年3月25日
土木一式工事

支出負担行為担
当官東北農政局
長　豊田　育郎

宮城県仙台市青
葉区本町3-3-1

平成27年4月10日
株式会社安藤・
間　東北支店

宮城県仙台市青
葉区片平1-2-32

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

621,540,000 621,000,000 99.9% -

本工事は、東日本大震災により被災した大柿ダムの本体
を復旧するものであるが、このダムの水を利用する南相馬
市小高区においては平成29年４月から営農再開、浪江町
においては平成29年３月から住民の帰還開始を経て営農
再開、と計画されており、早期に当ダムを完成させ、平成28
年度までに安全性確認を完了する必要がある。
ダム堤体の盛立は非洪水期施工となること及び堤体の品
質確保のため冬期施工ができないこと、前工事の平成27
年3月に完成した大柿ダム災害復旧（その１）工事において
堤体被災箇所を撤去しており、次の洪水期までに堤体の盛
立を完了しなければ危険な状態であることから、早急に工
事着工する必要がある。なお、前工事の入札公告におい
て、後工事を含めた全体工事量を示し、後工事を随意契約
とする旨を示していることから、随意契約とするものであ
る。

平成28年度 -
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14

亘理山元特定災害復旧事業大畑浜排
水ポンプ設備災害復旧（その３）工事
宮城県亘理郡亘理町吉田地内
平成27年4月14日～平成27年10月16
日
機械器具設置工事

分任支出負担行
為担当官東北農
政局仙台東土地
改良建設事業所
長　加藤　公平

宮城県仙台市宮
城野区五輪1-3-
20

平成27年4月13日
株式会社荏原製
作所東北支社

宮城県仙台市宮
城野区榴岡2-5-
30

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

39,711,600 38,880,000 97.9% -

 前工事は、関連工事により建設する建物内に据付を行う計
画であったが、想定外の地下埋設構造物出現による処理
の追加等による工事完成の遅れにより、据付が困難なこと
から、年度内の完了が困難となった。
ポンプ設備は、ポンプ製作した会社が保有する組立図、試
験要領などの独自の技術情報に基づいて、現場組立・試
運転をして製作段階の性能試験結果と照合を行い、ポンプ
設備の工場製作と現場据付が一体の構造物として完成し、
はじめてポンプ設備の機能を発揮できる。また、ポンプ設
備製作工事、据付工事の施工業者が異なる場合は、かし
担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係に
あることから、一貫した施工が技術的に必要とされる工事
であるため随意契約とした。

平成28年度 -

15

仙台東特定災害復旧事業　大堀排水
機場ポンプ設備据付（その２）工事
宮城県仙台市若林区荒浜地内
平成27年4月15日～平成27年7月31日
機械器具設置工事

分任支出負担行
為担当官東北農
政局仙台東土地
改良建設事業所
長　加藤　公平

宮城県仙台市宮
城野区五輪1-3-
20

平成27年4月14日
株式会社電業社
機械製作所
東北支店

宮城県仙台市宮
城野区榴岡4-5-
22

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

30,121,200 29,700,000 98.6% -

　前工事は前年度に工事を発注し、別途関連工事により建
設する建物内に据付を行う計画であった。その関連工事の
発注が不落等により遅れが生じ据付が困難なことから、年
度内の完了が困難となった。
　ポンプ設備は、ポンプ製作工が保有する組立図、試験要
領などの独自の技術情報に基づいて、現場組立・試運転を
して製作段階の性能試験結果と照合を行い、工場製作と
現場据付工が一体の構造物として完成し、はじめてポンプ
設備の機能を発揮できる。また、ポンプ設備製作工事と据
付工事の施工業者が異なる場合は、故障発生時におい
て、かし担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な
関係にある。このことから、工場製作と現場据付工の一貫
した施工が技術的に必要であるため随意契約とした。

平成28年度 -

16

那珂川沿岸農業水利事業(二期)那珂
川揚水機場地盤改良工事
茨城県水戸市飯富町地内
平成27年4月13日から平成27年6月26
日
土木一式工事

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　末松　広
行

埼玉県さいたま
市中央区新都心
2-1さいたま新都
心合同庁舎2号
館

平成27年4月13日
株式会社安藤・
間　関東土木支
店

東京都港区赤坂
6-1-20

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

234,619,200 234,360,000 99.8% -

本工事は、平成23年度から平成26年度にかけて施工した
那珂川揚水機場建設工事の継続的な工事である。前工事
の施工業者以外の者に施工させると、瑕疵担保責任が不
明確となり、また、前工事の施工業者が継続して施工する
ことにより、工期の短縮、経費の節減が見込めるため随意
契約とした。

平成28年度 -

17

印旛沼二期農業水利事業　宗吾北機
場排水ポンプ設備製作据付工事
千葉県成田市下方干拓地地内
平成27年4月16日から平成28年3月15
日
機械器具設置工事

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　末松　広
行

埼玉県さいたま
市中央区新都心
2-1さいたま新都
心合同庁舎2号
館

平成27年4月15日

株式会社日立製
作所　電力・イン
フラシステム営
業統括本部

東京都豊島区東
池袋4-5-2

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

257,742,000 254,880,000 98.8% -

本工事は、平成26年度から施工している「宗吾北機場排水
ポンプ設備製作据付建設工事」（以下「国債工事」）と併せ
てポンプ設備（洪水ポンプ１台、電気設備１式）の製作・据
付を行うものである。本機場の排水機能を発揮させるため
には、３台のポンプとこれを総合的に運転操作するための
設備が一体となって機能するシステムとなるよう整備・構築
することが重要である。また、国債工事と本工事の施工業
者が異なった場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確にな
る。これらのことから、国債工事と本工事は密接不可分な
関係にある。さらに、本工事を国債工事と同一の者に施工
させることにより、模型ポンプ製作や性能試験の重複を避
けることが出来るなど、経済的にも有利である。以上の理
由により随意契約を行うものである。

平成28年度 -
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18

印旛沼二期農業水利事業　宗吾北機
場用水ポンプ設備製作据付工事
千葉県成田市下方干拓地地内
平成27年4月16日から平成28年3月15
日
機械器具設置工事

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局印旛沼二
期農業水利事業
所長　中西　昭
弘

千葉県佐倉市宮
小路町28

平成27年4月15日
株式会社荏原製
作所　東京支社

東京都太田区羽
田旭町11-1

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

78,202,800 77,760,000 99.4% -

本工事は、平成26年度から施工している「宗吾北機場用水
ポンプ設備製作据付建設工事」（以下「国債工事」）と併せ
てポンプ設備（用水ポンプ１台、電気設備１式、弁類１式）
の製作・据付を行うものである。本機場により安定的な農
業用水の供給を図るためには、３台のポンプとこれを総合
的に運転操作する設備が一体となって機能するシステムと
なるよう整備・構築することが重要である。また、国債工事
と本工事の施工業者が異なった場合は、瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる。これらのことから、国債工事と本工
事は密接不可分な関係にある。さらに、本工事を国債工事
と同一の者に施工させることにより、経済的にも有利であ
る。
以上の理由により随意契約を行うものである。

平成28年度 -

19

斐伊川沿岸農業水利事業右岸頭首工
取水口その2工事
(島根県出雲市斐川町出西地先)
H27.4.1～H27.6.29
土木一式工事

分任支出負担行
為担当官中国四
国農政局斐伊川
沿岸農業水利事
業所長　稲森幹
八

島根県出雲市斐
川町荘原105

平成27年4月10日
有限会社坂田土
建

島根県出雲市斐
川町黒目1164

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

48,621,600 48,600,000 99.9% -

　本工事は、平成25～26年度の国債工事で実施した斐伊
川沿岸農業水利事業右岸頭首工取水口建設工事（以下
「前工事」という。）において、施工する予定であった構造物
について、引き続き一体の構造物を施工するものである。
この工事施工箇所は10月21日から翌年6月25日までの非
出水期で河川内工事を行うもので、河川水位の上昇等、不
測の事態に備え前工事完了直後から河川内の現場管理を
行う必要があり、前工事の施工業者が、引き続き工事を進
めなければ、今非出水期間に河川内工事を完成させること
ができない。また、本工事施工中や工事完成後に異常が
発生した場合、その責任の所在が不明確となることや、工
事完成後の瑕疵担保責任についても、その責任の所在が
不明確となる恐れがあることから、両工事は密接不可分の
関係であり、一貫した施工が技術的に必要とされる工事で
あるため随意契約とした。

平成28年度 -

20

吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路(牛屋島工区)第二大谷川サイホン
その2工事
(徳島県鳴門市大麻町松村地内)
H27.4.1～H27.6.29
土木一式工事

分任支出負担行
為担当官中国四
国農政局四国東
部農地防災事務
所長　本間泰造

徳島県板野郡板
野町川端字庄境
2-1

平成27年4月13日
アイサワ工業株
式会社

岡山県岡山市北
区表町1-5-1

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

71,636,400 71,604,000 99.9% -

本工事は、平成26年度に実施した北部幹線水路（牛屋島
工区）第二大谷川サイホン他工事（以下「前契約工事」とい
う。）において、発進立坑の現地地盤状況により綱矢板打
設工法の変更を余儀なくされたため、工法検討及び発進立
坑の構築に時間を要しH26年度内に推進工等の施工を完
了させることが困難となった。
本工事における幹線水路の施工にあたっては、前契約工
事にて構築した発進立坑内での作業となるため発進立坑
の構築状況や現場周辺の状況を十分熟知している前契約
工事の施工業者が引き続き施工することが、安全の確保
に不可欠である。また、異なる施工業者が同一の施工区間
を施工した場合、事故が発生した場合の責任の所在が不
明確になること、工事完成後に施工不良が発覚した場合の
瑕疵担保責任が不明確となる恐れがあるため、随意契約
とした。

平成28年度 -

21

犬戻鳴山国有林施設計画緊急調査業
務
（広島県広島市安佐南区　犬戻鳴山国
有林）
H27.4.16～H27.9.30
（建設コンサルタント（測量設計））

支出負担行為担
当官
近畿中国森林管
理局長
青木　庸三

大阪府大阪市北
区天満橋1-8-75

平成27年4月15日
株式会社日西テ
クノプラン

島根県松江市東
津田町1329-1

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

17,126,640 11,880,000 69.3% -

本業務は平成26年8月20日の広島県広島市北部で発生し
た大規模災害の復旧工事施工中の個所(渓間工)の地下部
に広島市内約２万軒分の家庭用電力を賄う中国電力(株)
太田川発電所の水力発電用導水路の存在が判明し、当該
工事の施工による導水路に及ぼす影響に関する評価を早
期に行う必要があるため。

平成28年度 -
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22
大汝国有林内航空レーザー測量デー
タの作成
(一式）

支出負担行為担
当官
近畿中国森林管
理局長
青木　庸三

大阪府大阪市北
区天満橋1-8-75

平成27年6月22日
中日本航空 株
式会社大阪支店

大阪府八尾市空
港2-12

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

- 1,652,400 - -

H27年5月に石川県白山市大汝国有林内において、融雪に
伴う既存崩壊地の拡大が確認され、手取川ではこの崩壊
地からの大量の土砂が流入し、農業(用水路、水田等)、及
び漁業(海面、内水面等)分野、並びに浄水場等で濁水の
流入が見られ、早急な崩壊地周辺の現状把握及び崩壊原
因の究明等のためのデータ作成が必要となったことから、
当該業務を履行可能で既に事後当該個所周辺域の航空
レーザー測量を実施し必要なデータを所持する業者と、緊
急に随意契約を行った。

平成28年度 -

23

千歳林道災害復旧計画測量・設計業
務
（北海道恵庭市盤尻）
平成27年6月16日～平成26年6月30日
（建設コンサルタント（林道決壊箇所等
の災害復旧計画測量・設計））

分任支出負担行
為担当官
石狩森林管理署
長
野口浩司

北海道札幌市中
央区南9条西23
丁目1-10

平成27年6月15日
株式会社北海道
森林土木コンサ
ルタント

北海道札幌市北
4条東2丁目8-6

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

2,791,800 2,592,000 92.8% -

平成27年6月3日の集中豪雨で発生したことにより、林道施
設の被害が発生した。施設の下流域には地域住民の生活
基盤に欠かせない貯水ダムがあること、また崩壊土砂の流
出や今後の降雨による被害拡大の恐れもあることから、早
急に復旧に係る調査を実施する必要があったため。

平成28年度 -

24

大汝（中ノ川中流）山腹工事
(石川県白山市尾添　大汝国有林）
H27.6.18～H27.7.31
(土木工事一式(山腹工事18ha))

分任支出負担行
為担当官
石川森林管理署
長
小林　伸一

石川県金沢市田
上本町71街区1
番

平成27年6月17日
株式会社 山崎
組

石川県白山市尾
添イ55

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

201,108,960 194,400,000 96.6% -

平成27年5月に石川県白山市大汝国有林内において、融
雪に伴う既存崩壊地の拡大が確認され、手取川ではこの
崩壊地からの大量の土砂が流入し、下流域では農業(用水
路、水田等)、及び漁業(海面、内水面等)分野、並びに浄水
場等で濁水が見られ、この影響(水質変化等)を早急に軽減
する必要があるため。

平成28年度 -


